
  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
立川市第４次図書館基本計画 

令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度 

 

 

 

 

－ 素案概略 － 

（案） 

 
 

 
2024年 10月 

立川市図書館 
  

令 和 ６ 年 1 0 月 1 8 日 
図 書 館 協 議 会 資 料 ３ 



  

はじめに 

 

立川市は、令和２（2020）年 7月に策定した｢第３次図書館基本計画｣について、令和６（2024）

年度に計画期間を終了するにあたり、社会経済情勢の変化や時代のニーズに対応した図書館施策を

展開することが求められていることを鑑み、図書館協議会からの意見等を反映したうえで、本市図

書館運営の指針となる「立川市第４次図書館基本計画」を策定しました。 

本計画は、立川市第５次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として、市民の豊かな心

の育成や課題解決の支援に取り組むために、今後５年間の本市図書館のサービスの方向性を具体的

に示したものです。 

なお、昭和 52（1977）年 12月に策定した「図書館行政基本計画」に定められた、本市の図書館

行政を行ううえで基本となる“図書館づくりの５本の柱”については、本計画においても引き続き

堅持・踏襲し、その実現に向けた取組を積極的に展開してまいります。 

 

立川市 

 

 

立川市図書館の図書館づくりの５本の柱 

① 身近なところにある図書館 
 

② くらしに役立つ図書館 
 

③ 親しみやすく利用しやすい図書館 
 

④ 誰でも利用できる図書館 
 

⑤ 読書の自由を保障する図書館 
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第１章 計画の策定にあたって 

 

1 計画策定の背景、目的 

 図書館を取り巻く状況は、さまざまな社会情勢の変化とともに、個人一人ひとりのニーズが多様

化し、幅広いサービスの提供、より高度な専門性が求められています。 

 立川市図書館では、昭和 52（1977）年 12月に、立川市図書館の運営指針となる「図書館行政基

本計画」を策定し、その中で“図書館づくりの５本の柱”を定め、その実現に向けた取組を積極的

に展開してきました。具体的には、市民の権利を尊重しながら、誰もが利用でき、親しみやすい図

書館づくりを心掛けてきました。また、市内に９つの図書館を設置し、身近なところにある、くら

しに役立つ図書館を実現してきました。 

 この“５本の柱”は、市民の権利を守り、市民のための図書館を実現させるための方針であり、

その後の策定された計画においても引き続き堅持・踏襲し、その実現に向けた取組を進めていきま

す。 

（１）第１次図書館基本計画（平成 22（2010）年度～平成 27（2015）年度） 

 立川市図書館基本計画（第１次計画に相当）は、立川市第３次長期総合計画の第３次基本計画に

基づく個別計画として、平成 22（2010）年５月に策定したもので、「市民や地域の知的・創造活動

を推進し、共に歩む図書館」を基本理念とし、取り組むべき４つの施策と 70の具体的取組を示し

ました。 

 

（２）第２次図書館基本計画（平成 27（2015）年度～平成 31（2019）年度） 

 第２次図書館基本計画は、立川市第４次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として、

「地域の情報拠点として、くらしに役立つ身近な図書館」を基本理念とし、３本の「施策の柱」を

掲げ、10の基本事業及び 25の具体的取組事項を展開しました。 

 

（３）第３次図書館基本計画（令和２（2020）年度～令和６（2024）年度） 

 第３次図書館基本計画は、立川市第４次長期総合計画の後期基本計画に基づく個別計画として、

「身近な情報拠点として、くらしに役立ち市民の学びを支える図書館」を基本理念とし、３本の

「施策の柱」を掲げ、９の基本事業及び 24の取組事項を展開しました。 

 

（４）第４次図書館基本計画（令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度） 

 第４次図書館基本計画は、これまでの取組を踏まえつつ、立川市第５次長期総合計画の前期基本

計画に基づく個別計画として、「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」を基本理念とし、

５つの取組施策を掲げるとともに 24の取組事項を展開し、今後５年間の本市図書館サービスの方

向性を具体的に示しています。 

  

 なお、図書館における計画策定の必要性については、平成 20（2008）年 6月に改正された図書館

法において、図書館の「運営の状況に関する評価等」および「運営の状況に関する情報の提供」に

おいて規定されています。また、図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成 24年 12月 19日

文部科学省告示第 172号）では、図書館事業に関する基本的な運営方針の策定と、それを踏まえた

適切な指標や目標の設定と事業計画の策定と公表に努めることが示されています。 
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２ 計画の位置づけ 

 本計画は、第５次長期総合計画の前期基本計画に基づく個別計画として策定します。また、「第

５次子ども読書活動推進計画」と整合性を図りながら、図書館運営の基本的な方向と具体的な方策

を明らかにし、関連する取組施策を体系的に実施することとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 本計画と子ども読書活動推進計画 

 図書館に関する個別計画として、本計画とともに「立川市子ども読書活動推進計画」があり、子ど

もの読書にかかる具体的取組については、「第５次子ども読書活動推進計画」において一元的に管理

し、本計画の中では「第５次子ども読書活動推進計画」全体を包括して管理することとします。 

 

４ 計画の期間 

 令和７ (2025)年度を初年度として、令和 11（2029）年度までの５年間とします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立川市第５次長期総合計画（令和７（2025）年度～令和 16（2034）年度） 

未来ビジョン：魅力咲きほこり つどい華やぐまち 立川 

～新風を吹き込み、微風を守る～ 

 

国：子供の読書活動  

    の推進に関する 

  基本的な計画 

 

国：読書バリアフ 

リー計画 

 

都：子供読書活動 

推進計画 

前期基本計画（令和７（2025）年度～令和11（2029）年度）度） 

まちづくりコンセプト：くらしに安全とやすらぎを、 

人もまちも挑戦し続ける、連携と改革により時代を切り開く 

政策：文化・スポーツ 

施策：図書館サービスの展開 

立川市第４次図書館基本計画 
（令和７（2025）年度～令和 11（2029）年度） 

立川市第５次子ども読書活動推進計画 
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第２章 図書館を取り巻く状況 

 

１ 立川市図書館の現状 

（１）図書館の立地状況 

 立川市では中央図書館と８つの地区図書館を設置し、市内全域で図書館サービスを提

供しています。 

 立川駅北口の伊勢丹前と南口の立川市子ども未来センター内にブックポストを設置

し、資料返却の利便性を高めています。 

 地区図書館は指定管理者による管理・運営を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市全域図に各館とブックポストをプロット 
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（２）各図書館の概要 

各図書館の概要は次のとおりです。 

図書館名 所在地 

 

開館年月 

※１ 

延床面積

（㎡） 

蔵書数 

（冊）※２ 

中央図書館 曙町 2-36-2 平成７年１月 4,951 525,991 

柴崎図書館 柴崎町 2-20-5 平成 26年８月 357 38,555 

上砂図書館 上砂町 1-13-1 平成 12年４月 669 71,896 

幸図書館 幸町 5-83-1 昭和 53年７月 110 25,646 

西砂図書館 西砂町 6-12-10 昭和 53年７月 405 67,389 

多摩川図書館 富士見町 6-51-1 昭和 54年１月 629 81,901 

高松図書館 高松町 3-22-5 昭和 55年６月 341 47,438 

錦図書館 錦町 3-12-25 昭和 60年 12月 529 77,247 

若葉図書館 若葉町 3-34-1 昭和 61年 11月 351 60,937 

   

※１ 柴崎図書館の開館年月は現在地に移設した年月 

※２ 令和５年度蔵書統計 

 

（３）開館時間・休館日 

直営の中央図書館と指定管理の地区図書館とで開館時間と休館日が異なります。 

館名 開館時間 休館日 

中央図書館 火～金…10:00～20:00（４階は 17:00まで） 

土日祝…10:00～17:00 

月曜、第３木曜 

地区図書館 月～金…10:00～19:00 

土日祝…10:00～17:00 

第２・４月曜 

 

（４）近年の主な取組 

①電子図書館コンテンツの拡充 

市内の企業、社会奉仕団体、個人からの寄贈を受け、電子書籍コンテンツや児童書の読

み放題を充実させました。 

②図書館システムの更新 

令和６年１月にシステム更新を行い、スマートフォンでの利用者 ID バーコードの表示

など機能追加を行いました。 

③学習席の拡充（中央図書館） 

IKEA立川から家具等の寄贈を受け「くつろぎ読書学びコーナー」として学習活動や読書

活動を行うスペースを整備したほか、全ての学習席で電源が利用できるようになりました。 

④公衆無線 LANの設置（中央図書館） 

中央図書館で公衆無線 LANが利用できるようになりました。 

⑤館内照明の LED化（中央図書館） 

館内読書環境の改善のため中央図書館の全ての照明設備を LED化します。 

⑥妊産婦向け図書館資料等宅配事業の試行 
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令和６年５月から市内在住の妊婦または出産後１年以内の来館が困難な方を対象に、図

書館資料等の宅配サービスを試行的に実施しています。 

 

（５）統計データ 

令和５年度の主な実績は次のとおりです。 

利用状況の推移など、詳細は巻末の参考資料をご覧ください。 

   

貸出冊数 1,478,098冊 
市民１人あたり 

貸出冊数 
7.96冊 

蔵書冊数 997,000冊 
市民１人あたり 

蔵書冊数 
5.37冊 

登録者数 55,438人 登録率 29.8％ 

レファレンス件数 2,920件 
リクエスト 

受付件数 
388,582件 

電子書籍タイトル数 8,376点 電子書籍貸出数 83,007点 

利用者数 566,556人 学習席利用者数  

インターネット席 

利用者数 
2,422人 資料費 74,628千円 
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２ 図書館利用者アンケート調査結果（概要） 

 

～図書館利用者アンケート結果の概要を示す 

 

 

３ 第３次図書館基本計画の取組状況と課題 

第３次図書館基本計画の取組状況について３つの施策ごとに総括し、利用者アンケート調

査の結果も踏まえ、立川市図書館の課題を整理しました。 

 

（１）学びと課題解決を支援する図書館 

①取組状況 

 蔵書全体のバランスを考慮した計画的な資料の収集を進めました。 

 映像資料視聴覚サービスを廃止し、映像資料は DVDの貸出のみとしました。 

 市が発行する行政資料をデジタル化し、電子図書館で公開しました。 

 Ｘでの情報発信やパスファインダーの作成を行い、レファレンスサービスの周知を図

りました。 

 様々な講座の開催やビジネス支援事業を通じて情報提供を行いました。 

②課題 

 書籍代の値上がりにより資料の購入数が減少しているため、予算の確保が課題となっ

ています。 

 地域・行政資料のデジタルアーカイブ化を進める必要があります。 

 パスファインダーやレファレンス事例を利用者に提供し、レファレンスサービスの周

知を図ることが求められています。 

 

（２）くらしに役立ち利用しやすい図書館 

①取組状況 

 学校図書館担当者連絡会でマルチメディアデイジー等のハンディキャップ資料を紹

介しました。 

 外国語児童資料を地区館で巡回展示しました。 

 「たちかわ電子図書館」を開設しました。小中学校に学校用利用カードを配布したこ

とで、小・中学生の利用が飛躍的に伸び、子ども読書活動推進に大きく貢献しました。 

 音訳者のスキルアップ講習会や養成講習会を実施しました。 

②課題 

 庁内レファレンス件数が伸び悩んでおり、有用性の認識を高める必要があります 

 図書館を利用しない人のニーズを把握する必要があります。 

 高齢利用者へのハンディキャップサービスの周知や、ハンディキャップ資料の充実が

求められています。 

 ボランティアの高齢化や育成が課題であり、その在り方について検討が必要です。 
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（３）図書館の効率的・効果的な運営 

①取組状況 

 中央図書館の視聴覚サービスを廃止し、そのスペースを読書活動と学習活動が共存で

きる場として整備しました。 

 令和６年１月に図書館システムを更新し、図書館利用者カードのバーコードをスマー

トフォン等で表示し貸出できるようにするなど、利便性・機能性を高めました。 

 利用者への学習活動支援と災害時の通信手段を確保するため、中央図書館に公衆無線

LANを導入しました。 

②課題 

 中央図書館の老朽化が進んでおり、計画的な施設修繕を進めていく必要があります。 

 ２社の指定管理者によって運営されている地区図書館について、統一性・均一性の確

保や学校など関連団体との調整の効率化などを検討する必要があります。 

 図書館の適正配置について、既存施設でのサービス提供やブックポストの設置を求め

る声があります。 
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第３章 図書館の目指す姿 

 

１ 第５次長期総合計画・前期基本計画 

 施策 45 図書館サービスの展開 

施策目的 
読書や学びの場を確保し、必要な資料や情報を提供することで市民の豊かな心の育成や課題解

決の支援に取り組みます。 

セールスポイント 

図書館９館と電子図書館による読書と学びの場の確保 

主な課題 

１ 電子図書館運営における学校連携・民間連携事業の安定した運用が求められています。 

２ 子どもの読書量や図書館利用の減少への対応や、中高生世代への図書館利用のアプローチ

が求められています。 

３ 地域資料（行政資料を含む）の網羅的な収集と、デジタル化を含めた体系的な整理・保存

のあり方について工夫が求められています。 

４ 改修工事が済んでいない施設への老朽化対策のほか、バリアフリー化やユニバーサルデザ

イン化といった社会的ニーズへの対応が必要です。 

基本事業 
１ 図書館サービスの充実 

２ 子どもの読書環境の充実 

３ 情報収集と課題解決支援の充実 

４ 図書館施設・機能の充実 

基本 

事業 
成果指標 

基準値 

（R５年度） 

目標値 

（R11年度） 

１ 貸出総数 1,478,098冊  

２ 児童図書の貸出総数 566,936冊  

３ レファレンス処理件数 2,920件  

４ 図書館資料を借りた延べ利用者数 566,556人  

 

立川市図書館は、立川市５次長期総合計画前期基本計画（令和７（2025）年度～令和 11（2029）

年度）に基づき、図書館サービスを展開するため、読書や学びの場を確保し、必要な資料や情報を

提供することで市民の豊かな心の育成や課題解決の支援に取り組みます。 

図書館は、「知りたい」「学びたい」という気持ちに応え、日々の暮らしに寄り添い、日常生活 

 におけるさまざまな課題を解決するための資料や情報を提供するとともに、常に改善とチャレン 

ジする意識を持ち、学校をはじめとする教育機関や地域やボランティア団体等関係機関・関係団 

体と連携、協力することでより充実した図書館サービスの推進を目指します。 
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２ 計画の体系 

本計画では、第５次長期総合計画の前期基本計画の中での施策目標を受けて、「〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇」を基本理念とし、今後５年間を見据えた５つの「取

組施策」を掲げ、24の具体的な取組を展開していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

基本理念：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

①身近なところにある図書館 

②くらしに役立つ図書館 

③親しみやすく利用しやすい図書館 

④だれでも利用できる図書館 

⑤読書の自由を保障する図書館 

24の取組事項 

１ 図書館サービスの充実 

２ 子どもの読書環境の充実 

４ 多様な利用者の読書機会の確保 

３ 情報収集と課題解決支援の充実 

５ 図書館施設・機能の充実 

図書館づくりの５本の柱 

５
つ
の
取
組
施
策 

第
５
次
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計
画 
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第４章 計画の取組項目 

 

 

 

 

  取組施策 取組事項 

１ 図書館サービスの充実 (１) 収集・除籍方針や基準の見直し 

(２) 図書資料の計画的な収集・保存 

(３) 視聴覚資料の計画的な収集・保存 

(４) たちかわ電子図書館のコンテンツ充実 

(５) 庁内各部局との積極的な連携 

(６) 地域関係機関や他自治体との連携 

(７) 効果的な情報発信 

(８) 企画（テーマ別）展示・イベントの充実 

(９) 地域の特性やニーズに応じた図書館サービ

スの提供 

 (10) 利用者ニーズの把握 

２ 子どもの読書環境の充実 (11) 第５次子ども読書活動推進計画の推進 

３ 情報収集と課題解決支援の

充実 

(12) 地域・行政資料の計画的な収集・保存 

(13) 資料のデジタル化の推進 

(14) 調べもの相談(レファレンスサービス)の充

実 

(15) 課題解決と学習支援 

(16) 専門性の高い職員の育成と確保 

４ 多様な利用者の読書機会の

確保 

(17) 図書館の利用に障害がある方へのサービス

の充実 

(18) 国際化に対応した図書館サービスの推進 

(19) ボランティア団体等への支援と連携 

５ 図書館施設・機能の充実 (20) 図書館施設・設備の計画的な改修 

(21) 地区図書館内Ｗｅｂ環境の整備 

(22) 中央図書館の果たすべき役割の検討 

(23) 地域の情報拠点としての地区図書館運営 

(24) 図書館システムやホームページ機能の改良 

基本理念：〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

第５次 
子ども 
読書活動 
推進計画 
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１ 図書館サービスの充実 

 市民の知的好奇心を満たし、市民生活に関する様々な情報を提供するため、資料の収集・整理・

保存を進めるとともに、電子や音声、視聴覚資料など様々な媒体によるサービスの充実に取り組

みます。 

 図書館(電子含む)における図書資料の貸出、閲覧等の利用促進と、本や読書の魅力を伝える行

事等の開催や情報発信に取り組みます。 

 中央図書館による統括のもと、８館の地区図書館による身近な読書環境を確保します。 

 

取組事項 概要 

１ 収集・除籍方針や基準の定期的な見

直し 

 社会動向により常に変化している利用者ニーズ

に応えるため、定期的に資料収集方針や基準の見

直しを図ります。 

 最適な蔵書構成を維持するために、共同保存庫構

想の動向にも注目しながら、除籍・保存基準の見

直しも図っていきます。 

２  図書資料の計画的な収集・保存 

 利用者が抱えるさまざまな問題の解決に必要な

資料を計画的に収集し保存します。 

 各世代の利用者のニーズや地域の特性、社会動向

を敏感に読み取り、計画的に資料を収集し保存し

ます。 

３ 視聴覚資料の計画的な収集・保存 

 視聴覚資料（ＣＤ・ＤＶＤ等）の収集方針に基づ

いて資料の収集・保存を進めていきます。 

 音楽配信サービスを継続しつつ図書館向けの新

たな音楽配信サービスや映像資料・配信サービス

など適切なサービスのあり方について調査・研究

を進めます。 

 配信サービスに利用の主流が推移しディスクメ

ディアが衰退しているため、ＣＤの収集・管理方

法について研究を進めていきます。 

４ たちかわ電子図書館のコンテンツ充

実 

 電子図書館との相性が良いコンテンツ※1 を中心

に選書を行い資料を充実させます。 

 小・中学校での利用が多い読み放題コンテンツを

継続して収集します。 

 小・中学生への電子図書館利用カードの配付や、

調べ学習等に利用できる地域資料のデジタル化

等を通じて、更なる利用促進に努めます。 

 市販では数が少ない立川市関連のコンテンツを

独自に登録して活用を図ります。 

※１ 電子図書館との相性が良いコンテンツ：利用期限（２年、５年等）や回数制限（貸出 52回まで等）があるコン

テンツが多いため、旅行ガイドブックや○○など一定期間で買い替えを行うコンテンツや、持ち運んで閲覧する機会の

多いコンテンツなどが、相性が良いとされている。 
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５  庁内各部局との積極的な連携 

 庁内各部局と連携してさまざまな企画展示を行

い、行政の情報提供施設として市民への情報発信

を行います。 

 図書館が行っている行政支援のＰＲを庁内に行

い、連携を強めます。 

６  地域関係機関や他自治体との連      

携 

 市内にある各種研究機関・官公庁や商工会議所な

どと連携した企画展示や講演会・講座等のイベン

トを継続実施し、さらに情報交流や連携を深める

ことにより、広範囲な図書館サービスの展開に生

かしていきます。 

 隣接市図書館との相互利用サービス※１の実施状

況について検証し、より使いやすい図書館を目指

して検討を進めます。 

７  効果的な情報発信 

 市の広報誌や図書館ホームページはもとより、図

書館✕（旧ツイッター）他 SNSや地域誌などを活

用して、図書館の最新情報を発信します。 

 図書館サービスをより魅力的にわかりやすく発

信していきます。 

８  企画（テーマ別）展示・イベントの充

実 

 季節や時宜に応じた企画展示や、読書ウィーク・

講演会・講座、児童・ヤングアダルト向けの催物

などのイベントを充実させます。 

 図書館の楽しさや活用法はもとより、タイムリー

な情報を発信していきます。 

９ 地域の特性やニーズに応じた図書館

サービスの提供 

 中央図書館・地区図書館それぞれにおかれている

地域の特性やニーズを捉えて資料収集を進めま

す。 

 特色のあるコーナーづくり※１や企画展示・イベン

トなどの充実を図り、市民に役立つ図書館サービ

スを提供します。 

10 利用者ニーズの把握 

 多様な利用者ニーズを把握し、的確に対応できる

ように、幅広い層の利用者を対象にアンケートを

実施します。 

 さまざまな統計データを分析・活用し、潜在ニー

ズの把握に努めていきます。 
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２ 子どもの読書環境の充実 

 図書館として子どもの読書活動の推進と、読書環境の整備に取り組みます。 

 家庭や地域で読書しやすい環境の整備のため、関係機関・部署との連携強化を進めます。 

 市内学校図書館との連携により、児童・生徒が読書に取り組める環境整備を進めます。 

 具体的な取組は、第５次子ども読書活動推進計画で進捗管理を行います。 

 

 

３ 情報収集と課題解決支援の充実 

 地域・行政資料の計画的な収集・保存を進めます。 

 レファレンスサービス・相談サービスの充実とともに、図書館職員の資質の向上を進め、専門性

の高い職員の育成を推進します。 

 

 

取組事項 概要 

12 地域・行政資料の計画的な収集・ 保

存 

 市の財産である地域・行政資料を網羅的に収集で

きるよう、市の関係部署や市内各種関連機関との

連携を図ります。 

 市民が活用できるように資料を整理し、提供・保存

します。 

13  資料のデジタル化の推進 

 市の各部署が作成した行政資料のデジタルデータ

を収集し、図書館ホームページで公開します。 

 国立国会図書館デジタルコレクションや地理院地

図など、インターネットで無料公開されているデ

ジタル資料を紹介し、市民が情報をより多く収

集・活用できるように努めます。 

取組事項 概要 

11 第５次子ども読書活動推進計画の取

組の推進 

 子ども読書活動推進計画の取組状況について進捗

管理を行うとともに、関連機関等と連携をとって、

子どもの読書環境の整備・充実を推進します。 

 家庭や地域、学校・学校図書館での読書活動をより

充実させるよう取り組みます。 

 子どもたちの読書意欲を高め、図書館に親しむ機

会を提供します。 

 多様な子どもたちが読書をたのしめる環境整備に

努めます。 
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14 調べもの相談（レファレンスサービ

ス）の充実 

 人と情報を結びつけるレファレンスサービスを講

座の開催や SNSなどを使って PRします。 

 情報の取得方法や資料の活用方法などを展示や

SNSを活用して周知に努めます。 

 レファレンス事例をデータ化し、図書館ホームペ

ージや国会図書館レファレンス協同データベース

などを活用して事例を公開します。 

15  課題解決と学習支援 

 さまざまなライフステージの課題を解決するた

め、関係団体と連携を図り、情報提供を行います。 

 市の産業振興課やハローワークなどの関連機関と

連携してビジネス支援サービスを提供します。 

 情報検索などの講座を開催し、図書館をより活用

するための支援を行います。 

16  専門性の高い職員の育成と確保 

 国立国会図書館や都立図書館などが主催する外部

研修を活用して職員を育成します。 

 図書館関係団体が実施する各種研修を活用し、職

員のレベルに合わせてスキルアップを図ります。 

 図書館職員としての専門知識だけでなく、行政管

理能力を兼ね備えた人材の確保・育成に努めます。 

 

 

４ 多様な利用者の読書機会の確保 

 障害の有無に関わらず、誰もが読書を楽しめる環境整備を推進します。 

 

 

取組事項 概要 

17 図書館の利用に障害がある方へのサ

ービスの充実 

 図書館の利用に障害がある方のニーズの把握に努

め、より利用しやすいサービスの提供に努めます。 

 図書館へ来館することが困難な方々への宅配サー

ビスの体制強化を進めます。 

 録音図書等のアクセシブルな資料の作成および収

集を積極的に行い、様々な障害に適した読書方法

の提供に努めます。 

18 国際化に対応した図書館サービスの

推進 

 外国語資料の利用状況や、市内に在住する外国人

の統計※１に基づいて、計画的に資料を収集します。 

 外国語資料を活用し、図書館が外国語学習の窓口

となれるよう、多言語多読に関する取組を検討し

ます。 
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５ 図書館施設・機能の充実 

 図書館施設利用者が安全・安心で快適に利用できるよう、施設の適正な維持管理を行います。 

 図書館情報管理システムの安定運用と、時代のニーズや市民の利便性向上の視点を取り入れた

サービスの充実に取り組みます。 

 読書活動や調査研究活動を通じて、多様な価値観の醸成や課題解決等の支援につながる生涯学

習拠点としての図書館機能の強化に取り組みます。 

 

取組事項 概要 

 

 

20 図書館施設・設備の計画的な改修 

 

 

 安全で快適に利用できる施設環境を整えます。 

 建物・設備・備品の点検、補修、修繕を適切に行い

ます。 

 施設の修繕計画の策定とあり方について検討しま

す。 

21 地区図書館内Ｗｅｂ環境の整備 
 利用者に対して快適な利用環境を提供するため、

全館に順次、公衆無線ＬＡＮを導入していきます。 

22 中央図書館の果たすべき役割の検討 

 地区図書館のサービス内容の充実に向けた支援強

化を図ります。 

 各地区館の地域の特性の把握とそれに応じた取組

みを行います。 

 効率的・効果的な図書館運営を推進します。 

 図書館運営のノウハウの承継・蓄積、サービスの向

上を図ります。 

23 地域の情報拠点としての地区図書館

運営 

 地域の利用者のニーズを把握し、その特色を活か

し、地域の情報拠点としての地区図書館運営を進

めます。 

 館内の環境整備・設備の更新を進めます。 

19  ボランティア団体等への支援と連 

  携 

 ボランティア団体等と連携し、イベントの企画・運

営を通して協力体制を強化します。 

 ボランティアの養成講座やスキルアップ講座を開

催し、ボランティアの育成や支援に努めます。 
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24 図書館システムやホームページ機能

の改良 

 より使いやすく、わかりやすい図書館ホームペー

ジにするため、機能やデザインを随時更新します。 

 利便性の向上や新しいサービスの提供に努めま

す。 

 パスワードやメールアドレスの登録を促進し、ホ

ームページの利用を促します。 
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第５章 計画の推進にあたって 

 

１ 図書館運営の一層の推進 

  

～教育委員会との連携や図書館の概要や基本情報を示す 

 

２ 計画の進捗管理 

  

各施策の進捗について、立川市図書館協議会において実施状況についての評価を受けることとし、

ＰＤＣＡサイクルによる取組を進め、計画の実現を図ります。 


